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Abstract 

 This paper shows Industrial Sociology is useful for Environmental Sociology . 
 Although the Industrial situation has changed drastically , the Work is still remaining in the 

work place in every enterprise. And most of the Japanese laborers are attending the job training . 
Actually, many of them are socialized in the work place. 

 The most important thing is explained in this paper, which is that Environmental Measures in 

the administrative level is one good example for social change aiming at an Environmentally 

Friendly Society. In short, it is important to enrich Environmental Sociology by investigating 

results from the Industrial point of view.

1.本 稿 の課 題

公害 ・環境問題への関心が増大するにつれ、日本国内でもその社会学的研究が展開されるようになっ

規 日本でのこの領域の研究は、他の諸国と比較 しても早期にスター トしたとされ、また、プロセス

も独特であったといわれている。なぜなら、それは、深刻な公害問題 とその人体被害を経験 したこと

がまず注目され、その解決への貢献をなすべきものだと考えられてきたからである。(飯 島:1995)。
しかし、公害において糾弾された企業への学問的アプローチは、具体性をもたないまま現在にいたっ

ている。企業への責任追及、または企業犯罪 としての性格を、公害の問題性に求める研究があるのは

事実だが(平 岡:1993)、 たとえば、環境対策をともなう産業編成の 日本的特質が現代社会にどのよ

うな影響を与えているか、あるいは、環境対策がもたらす職場や従業員への影響はどうかなど、既存

の産業社会学 ・労働社会学の成果をふまえた研究はさほど多 く見 られないi。

そこで、本稿では、環境社会学と産業 ・労働社会学 との接点について、その現代的課題 と意義 につ

いての議論を、部分的に提示することにしたい。まず、環境社会学の方法論とその課題について指摘

し、産業 ・労働面における研究の不足を述べる。そして、 日本の産業社会の現況を統計資料から描き、

労働の実際 と従業員のおかれる状況を概観する。さらに、企業の研究が環境問題の解決にたいして、

環境を保全 しうる人的資源の育成という社会的効果について説明する。
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2.環 境社会学の方法論 、

2-1.環 境社会学の成果

環境社会学は、その当初から、環境問題(と

くに公害)の 「解決」を志向する学問として成

立 した。その主要な定義によれば、「環境社会

学は、対象領域 としては、人間社会が物理的生

物的化学的環境(以 下、 自然的環境と略)に 与

える諸作用と、その結果 としてそれらの環境が

人間社会に対 して放つ反作用が人間社会に及ぼ

す諸影響などの、自然的環境と人間社会の相互

関係を、その社会的側面に注目して、実証的か

つ理論的に研究する社会学分野である」(飯島:

1998、PP1-2)と されている。社会学的関

心が 「自然的環境」におよんだ画期が、 ここで

はとくに示されている。

環境社会学のこれまでの主要な貢献は、公害

問題か ら典型的に語られている 「被害一加害構

A環 境閥題の祇会学研究

8環 境共霧の毯会学研究

C環 境行動の社会学研究

D環 境意識・麗境:文:化の祉会学研究

出所)飯 島(1998)・P3

図表1環 境社会学研究の主要テーマ群 の関係図式

造」の究明(舩 橋:1999)、 文化的に蓄積されてきた自然の管理 と利用方法の再発見(宮 内:1998)

などがある。社会に潜在的に存在する 「問題」を暴 くこと、または、社会に潜在的に存在する 「利点」

を顕在化させること、 という役割を担 ってきた点に大きな意味があるといえよう。

飯島(1998&2001)は 、 これら特徴を4つ のポイントに整理 し、図表1の ように示 している。

図表 中のA～Dに ついてみてみるど 、それぞれ縦軸 と横軸を構成 して相互に絡み合 い、環境問題

の社会学的研究が比較的包括的な対象を持っていることがわかる。あるいは、それぞれの研究領域に

たいす る適切なアプローチをとりながら、各研究者が学問的な成果を残 してきたことの証左でもある

だろう。たしかに、従来の社会学的伝統から多種多様な 「財産」を借 りてくるのであれば、その研究

に人間 と社会の関連が必ず含まれるはずである。上図の各項 目は、ちょう どそのことを も表す図式と

なっている。

2-2.環 境社会学と政策研究

しか し、このような環境社会学の発展経緯とその分類から、いくつかの研究上の不備を指摘するこ

とができる。とくに、近年、さかんに求められるようになった政策研究への貢献は、 日本独特の研究

環境の影響が強いといった歴史的 ・構造的な学問的背景を問題視 しつつ、これからさらに充実 させる

べき領域だとする、環境社会学内部か らの自己批判がおこっている(長 谷川:2001 、Hasegawa:

2002)。

本稿の主要な論点 とは離れてしまうので簡単に概要を紹介するにとどめるが、環境問題の解明とそ

の解決を目指す研究を加害論、被害論、運動論、政策論のセットとしてとらえた場合、他の社会科学

に比べ研究の成果が最 も少ないのは政策論であるという。「環境社会学が、 どのように環境問題の解

決に貢献 してきたのか、また貢献可能なのかは、方法論的にも必ず しも明確ではないし、環境社会学

会の内外で、その点が十分議論されてきたわけではない」との批判がそれである。(長 谷川:2001、
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P3)。

よって、政策的な立案において、環境社会学が何の役に立つのかに答えるような具体的な提案が求

められてお り、単なる分析や分類方法の精緻化だけでは不足だということになる。 ここに意を払えば、

新たなアプローチを求める際に、解決への明確なビジョンが欠かせない。産業 ・労働面からの接近が

過去の蓄積に乏 しいとはいえ、やはりこの要求を避けては通れないだろう。

2-3.環 境社会学と産業 ・労働社会学の乖離

本稿で検討される産業 ・労働社会学からのアプローチは、この環境社会学研究の中ではいわばマー

ジナルな位置づけにすぎない。それはなぜか。仮定をもとにした主張が許されるのであれば、次のよ

うな弁解を用意できるだろう。まず、産業 ・労働社会学自体の学問的構造の中に、ある特定の背後仮

説が入 り込んでしまったのが問題だったとするものである。とりわけ、経済的な 「成長」を前提 とし

た企業の効率的な経営や、組織の 「安定」を旨とする研究成果が優先 されることによって、その他の

「発見」はおさえられることとなったのではないかと思われる。 もちろん、市場主義的社会 ・経済体

制下では、このような傾向をまぬがれることは難 しい。日本の高度成長を説明する必要が大きか った

ことも、この傾向を必然に導いたと言えるかもしれない。

発見という意味では、初期の産業社会学の成果としては、メーヨーらの 「ホーソーン工場実験」の

例があるように(秋 山 ・石川他:1990)、 「経済人」仮説にもとつく最 も効果的な組織運営をするため

の しくみ作 りが意図されていた。ただし、発見 されたのは、モラールに影響を与える 「人間関係論」

であった丗。その結果により、先の飯島の定義に示 される環境社会学研究の内容とは異なる方向にむ

かった。 自然的環境はおろか、物理的環境そのものを射程にいれる研究までも、考察の対象からはず

されてきたように思われる。

そして、最 も大きな乖離とは、経営における環境規程 との間に存在する。経営環境は一般に 「ヒト・

モノ ・カネ」に代表 され加、たとえそれに 「情報」が加えられたとしても、 自然的環境は経営環境 と

は異なる位置づけとされ、組織の外部におかれてきた。そして、 日本の公害問題に顕著なように、環

境問題の発生は経営の阻害要因として扱われた。やがて、オゾン層破壊の世界的危機感が 「オゾンホー

ル」の視覚化 によって喚起 されると(Hannigan:1995)、 本格的な地球環境問題の認識が社会 に定

着 していく。世間(消 費者)の 評判が業績に反映することをおそれて、ようやく企業は環境対策を開

始 した。これ以後、経営環境と自然的環境は互いに結びつけられるようになった。

3.産 業社会 の実像

3-1.産 業社会論

私たちの暮 らす社会は、工業社会から脱工業社会へと発展 し、それとともに産業構造そのものを変

化させつつ現在にいたっている。

D.ベ ルに代表される 「脱工業社会論」では、主業生産を主体とする社会から、サービス産業を主

体 とする社会への転換が予見された(図 表2)。 事実、 日本国内でも第2次 産業人口の構成比率がし

だいに減少 し、今でも第3次 産業人口が占める割合は増加 している(図 表3)。

では、そのような脱工業化への転換は、労働の存在そのものを消滅させ、あるいは、労働の重要性

を個人から奪 うような大きな変化を意味 したのだろうか。

ここで、"industry"を 「産業」 とはせず 「工業」 と訳す常套手段は、むしろこの疑問に大 きくか
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一 工業以前の社会 工業社会 脱工業社会 一「

生 産 様 式

経済セクター

i

●第1次 産業

ExtractIve

農 業、鉱業、漁業

林 業、石,由とガス

●第2次 産 業

FabrIcatlon

財貨生産

製造業

(耐久財 、非鮒久財)

建設業

サービス産業'
P・。ce・smg,Re-cy、b,gl

●第3次 産業 ・

・灘 鑽!
保険、不動産}

●第5次 産業1

保健、教育i 1

調査、研究

統治
レクリエーション

社会変化の資,原
自然エネルギー
風力、水力、家畜、人力

2次 エネルギ ー

電力、石,由、 ガス、石炭

原子 力

情報
:コンピュー タ、

デー タ伝送 システム

戦略資源 天然資源 資本 知識
技術 手工芸 機械技術 知的技術

技能者 職人、農民、肉体労慟者 技師、半熟練労働者 科学者、技術者、専門職
　l

l

}

1
亅

方法論 常識、試行錯誤、経験 経験主義、奚験
抽象的理論 モデル、シミ
ュレーション、決定理論、

システム分析

時間的腱 」過誌 向 アト・ホック的噸応

実験
未来志向 予測と計画

ゲ払 の灘i自 然に対するゲ払」 加工された自然に対する

ゲーム
人間相互間のゲーム

基礎原理1伝 統主義 経済成長 理論的知識の体系化

出所)ベ ル,D『 知識社会の衝撃』TBSブ リタニカ,1995年,p53

(石川 ・田島編(1999)P32よ り)

図 表2社 会 発 展 段 階 の比 較

図表3就 業者の職業構造、産業構造の変化

かわって くるだろう。現代社会では、脱工業化の結果として産業構造の変化は見られるものの、雇用

人口についての大幅な減少が見 られるというのでもない。また、職業生活そのものは組織(企 業)活

動の中に今でもなお、存在 しつづけている。後でも述べるが、社会にしめる雇用人 口がある程度一定

で変化を しなければ、少なくとも1日8時 間程度の職場生活は、個人、とくに勤労者における生活の

重要な側面でありつづけるだろう。 このとき、産業社会論が披瀝 した工業社会 と脱工業社会それぞれ

のロジックは、結果的に、現代の産業構造にも意味を持つことになる。つまり、産業化論では、産業

編成 とその産業への所属を通 じて個人が形成され、そのことが社会の性格を定めるのに決定的な役割

を果たすとの見方をしてきたのだった。この方法を拡張すれば、職業生活の論理 と個人 としての生活

の論理がつながってくる。社会の基礎原理の一部分は、産業によってもたらされると考えることがで

きるからだ。

しかし、そこに到達するには、現代日本の雇用状況 と企業の雇用戦略がかかわってくるため、前提
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図表4労 働力人ロの推移と今後の見通し

として雇用管理の方針が確認されなければならない。

3-2.労 働人ロと日本の雇用状況

平成14年 度版の厚生労働白書(2002)に よれば、2000年 時点での労働力人口は6766万人である(図

表4)。 むしろ、過去30年 間の労働人口は、増加のテンポは異なるものの、右肩上が りの増加を傾向

としてきた。同白書の推計では、これが2005年 までは若干の上昇傾向を示すが、その後は減少をはじ

め、2010年 には2000年 度の労働人口を下回ると予想されている。とくに指摘されるのは、25歳 以下の

若年層の労働力人 口が大きく減少 し、55歳 以上の高年齢層が増大することである。 これが、いわゆる

労働力人 口における年齢構成のアンバランスである。

このような労働市場の問題、つまり労働人 口の年齢比率のアンバランスをうけて、各企業はそれぞ

れ雇用対策を進めている。なかでも、中高年層の処遇改革については、能力 ・成果主義の導入が従業

員に大きな不安や動揺を与えている。中高年層のみならず、各年代 ごとの雇用管理の問題 も指摘 され

るにいたった(田 島:1999、 井出:1999)。

では、失業のインパクトはどうか。厚生労働白書(2002)の データでは、完全失業者数 と失業率の

推移において、た しかに増加傾向がみられる。 しかし、 この失業率をプッシュしている年齢層 は、15

～24歳、25～34歳 、55～64歳 の年代においてであ り、この人たちが全体の失業率を決定 しているよう

に見える。 これにたいし、35～44歳 、44～54歳 、65歳以上では、平均を下回っている。ここで60歳定

年を前提とすると、資料に表面的にあらわれるこのような特徴から、企業における中堅の中核的人材

の確保は相変わ らず確実になされていること、そ して、若年齢層 と高年齢層の雇用(失 業)問 題は膨

らんでいることが予想される。
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3-3.失 業と帰属意識

しか し、 これと同時に、年齢別の失業の意味にも注目する必要があるだろう。それは、低年齢層の

失業が 「自発的」になされていることであり、高年齢層の失業が 「非自発的」になされていることで

ある(雇 用開発センター:2001)。

中高年層の非 自発的失業は、従業員自らの意志で職場を去るわけではないので、職場にたいする思

い入れはその分強く残 っているか もしれない。 しか し、若年層の自発的失業の場合は、就職の当初よ

り一つの企業で定年まで迎えようとは必ず しも思ってお らず、企業 と職場への擬制的な忠誠心はさほ

ど高くはないと考えた方が説明がつ くかもしれない。 したがって、年齢ごとに会社にたいする関与の

意識は異なっているとの予想がつ く。

そもそも、「経営家族主義」(石 川:1988)な どと称 されてきた日本の企業経営は、従業員の高い企

業帰属意識をもとに構成され、組織的紐帯への共感を強 くもった個人のまとま りを管理するものであっ

たと考えられてきた。この帰属意識が意味 していたものは、ひとたび就職すれば個人のアイデンティ

ティーは会社によって規定され、長期的な雇用の安定感 とともに強化 されると解釈される。このプロ

セスには、入社後に継続的に教育 ・研修が用意され、企業の準備する人事管理の 「コース」にしたがっ

て所定の能力開発を 「受ける」ことが含まれている。従業員は個人の自発的な能力向上の努力をする、

という自己責任によるキャリア開発のイメージは少なか った。やがて、特定の組織に適応する個人が、

会社によって生み出されてい くことになる。高年齢層の非 自発的失業は、このような過去のプロセス

とは異なる新 しい会社のルールを受け入れるように示された結果、発生 してきた問題と読みかえられ

よう。あわせて、心理的な負担 もそのような人々には大きくかかって くる。

これと同様に、もう一方の若年齢層の自発的失業も、経営的、社会的な理由を示 して説明が可能だ

とされている。井出(1999)に よれば、若年層、とくに20歳代の離職 ・転職は、職業探索の期間とし

てなかば社会的に容認 されており、この年代の自発的失業は普遍的傾向であるとも述べられている。

さらに、 こうした若年層の不安定とも映る離転職の傾向は、若年層を構成する個々人のみに還元 され

る問題ではなく、企業の採用戦略とのかかわ りの中で相互に問題化 された結果であるとしている。 こ

のような、若者の職業探索とその社会的容認もまた、働 くことを前提 とした発達課題の存在を示 し、

それをクリアーすることが社会のルールの受容と個人の成長を意味していると考えられよう。

ここで、失業に見 られる社会的な問題性とは、会社 という組織に所属 している場合において、実際

には個別の会社より発信される社会的ルールを、個人が取得することができなくなることであろう。

そこに、この問題の核心を見出すことができる。つまり、 日本的雇用慣行の中で諸個人は、個人の規

範として内面化されるべき会社のルールや社会人 としてのルールを、そのメンバーになることを通 じ

て取得するのである。企業における従業員の採用は、 こうして企業内社会化の論点を再確認させるこ

ととなる。

3-4.長 期雇用と年功序列への疑問

日本的経営の特質は、長期勤続、年功序列制度、企業内労働組合がそれぞれ相互に影響 し合 ってで

きあがる一つの形態であるとされる(石 川:1988)。 もっとも、一般 に浸透 している企業へのかかわ

り方は、一一つの会社に 「お世話になる」といったように、特定の企業において自身が 「勤め上げる」

ことを前提 としていたv。

しかし、近年の 「脱 日本的経営」や 「能力主義」経営の方針のもと、伝統的な日本的経営の様相は

変化をしているとの見方がある。
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資料:総 務省統計局 「労働力調査」、 厚生 労働省職業安定局 の推計

(注)図 標 中の値 の算 出方法 は次の通 りて ある。「増 やす」 を2点 、「やや増 やす」 を1点 、

「現状維持」 を0点 、 「やや減 らす」 を一1点 、「減 らす」 を一2点 とし、その合計値 を

全体 の 「母数」か ら 「無回答」を引 いた件数で除 した。なお、 「▲」 はマイナスを表す。

(雇用開発セ ンター(2001)P154よ り)

図表5終 身 雇 用 戦 略 と採 用 方 針

注)2000年11月 に実施 したアンケー ト調査結果 による。

出所)雇 用 開発 センター(2001)P38

図表6情 報 サ ー ビス業 に お け る人 員 補 充 の 方 法

日経連の雇用のための 「ブルーバー ド・プロジェク ト・プラン」(1997)に よれば、今後の従業員

の雇用形態として① 「長期蓄積能力活用型」、② 「高度専門能力活用型」、③ 「雇用柔軟型」の3つ の
パター ンを提案 しており、必ず しも長期勤続を前提としない従業員を活用することが明確 にされてい

る(林:1999)。 ② 「高度専門能力活用型」と③ 「雇用柔軟型」では、あらか じめ長期雇用を前提 と

していない社員を組織が採用するのであるから、長期勤続の特長はやはり弱 くなって くるだろう。

一方、採用方針についても、長期勤続 と年功序列制度をはじめか ら想定 しないタイプの従業員を積

極的に採用 したいとする企業の姿勢がうかがえる。それは、中途採用の活用である(図 表5)。 中途

採用の戦略的意義は、「即戦力」の組織内への取 り込みであり、人材育成のための教育 ・研修コス ト

を外部の組織に任せるねらいも含まれている。

このような傾向が示 されるのとは別に、中核的人材の確保のあり方が、やはり伝統的な日本的経営

のルールにもとついて行われようとしていることも重要である。たとえば情報サービス業では、プロ

ジェク ト・マネージャーやSEと いった事業のコアを担当する人材については、非正規従業員ではな

く、従来どおり長期にわたり能力を蓄積 しながら働 くことが期待される正社員を充足するべきだと考

え られている(図 表6)。

これらを総合すると、 日本企業の人材確保については、必ずしも日本的経営を維持するというわけ
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ではないが、だからといって極端な人材流動化の方向に向かっているというわけでもないことがわか

る。その割合は少なくなるとしても、企業において長期間にわたる人材形成のプロセスを経る人々は

多い。 さらに、たとえ長期勤続を前提とはしないとする企業の割合が増加 したとしても、別の企業や

さまざまな会社の形態に順応するかたちで、結果的に組織に所属する人々が存在するのである。現在、

各企業は、 自社のコアビジネスを明確 にしてそこに特化 し、ノンコア領域を外部化する方針をとって

いるところが多い。それが、人材採用 においても端的に表れているのだろう。だからといって、個人

の組織的なベースが急激にうばわれてい くという結論に至るのも、疑問に思われてならない。

4.産 業 ・労働社会学的成果の積極的解釈

4-1.日 本的経営の議論一 日本的経営の再評価

上述 したように、一般に、日本的経営を特徴づける雇用慣行として、①長期雇用(終 身雇用制度)、

②年功序列(の 賃金形態)、③企業内労働組合の3点 があげられてきた(石 川 ・田島編:1999、 山岸:

2002)。

このほか、「トヨティズム」 として知 られる日本的生産様式の具体的実践例が、"JustInTilne"

の特徴 とともに消費者を志向した生産だと見て、長期間の安定的な 「改善(Kaizen)」 活動を規定 し

ているとの研究がある(Sz611:2002)。 これは、改善活動が、単 に経営的な評価を与え られるのに加

え、環境保全活動においても意味あるものとして価値を与えられたということになる。

事実、「経営」または 「経営システム」は、社会の問題解決過程に欠 くべからざる要素として指摘

され る(船 橋:2001)。 、とくに経営システムは、具体的な変革行為を社会にもたらす契機 となり、特

定の課題にたいする解決過程の動態をなす。つまり、社会変革のための一つの 「きっかけ」 と見 られ

ている。

もちろん、経営システムにおける考察には、企業ガバナンスと経営者の役割～資本調達 とス トック・

マーケットの問題、そ してとりわけ環境問題においてはエコ・ファンドとエコ ・マネジメントの成立

がかかわ っていることは言 うまでもない。

しか し、Sz611が 環境改善を重要な経営 システムの特徴だと言 った根拠は、まず もって1980年 代の

日本的経営論、とりわけ、エクセレント・カンパニー論で典型的に語 られた、 日本と欧米企業 との比

較研究の延長線上にある。 この背景をもとに、長期的な視点で経営を行 う日本企業の強みが指摘され

ているのである。最も対照的と評 されるのは、欧米におけるマネジメントのように、せいぜい2～3

年先を視野に入れたきわめて短期的な業績を意識する状況にあっては、経営者自身 も短期的に回収さ

れる利益を優先 し、外部不経済 として認識 される環境面での組織の改革を後回しにする可能性がある

点であろう。

このとき、 日本的経営の特徴が、環境社会学的に再評価 されることになる。 日本企業にあっては、

産業社会の編成そのものがある意味では環境保全型組織への転換の可能性を蔵 しているということで

ある。経済学的 ・経営学的判断か らではな く、環境問題の解決における組織評価を与える作業として、

これは有効な視点である。むしろ、 日本的経営からの早急な脱却が、必ずしも社会全体にとっての望

ま しい結果に至らないとする論点を、そこから導き出す ことができるかもしれない。

日本的経営の再評価が、閉塞する日本経済の突破のたあに足かせとなっているというかわりに、欧

米社会の参考例にされている。つまり、皮肉にも、再び海外から好意的なとらえ られ方をされている

のである6
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4-2.企 業における従業員の社会化

では、さらに議論を進めて、 日本的経営に環境面からの評価がみられるとはいって も、実際の企業

がいわゆる社会的貢献をなすためにはどうしたらいいのかという別の角度からの問いに、ここで答え

る必要があろう。

企業が社会的存在 としてあるためには、その社会的機能が重視される。その際、人間関係論的な過

去の社会学の遺産から、企業内での人間形成 と能力(職 業能力)開 発をする場としてのとらえ方を参

考 にすることができる。本稿では、 このような教育 ・研修制度での人間形成を、限定的な意味での

「社会化」として考えることにする。

そもそも社会学における社会化の概念は、当該の社会における価値や規範をそのメンバーに内面化

させ、メンバーの再生産を行 うプロセスとして説明されている。

日本企業においても、経営家族主義にはじまり、たとえとしての 「働きバチ」社会、過労死の実態

をともなって紹介 される 「働きすぎ」の構造など、勤労者 ・従業員を苛酷な労働に向かわせる組織的

な 「動機付け」が問題だとされ議論されてきた。事実として好まれざる現象が見られ、その傾向に必

然的に向かわせ られてしまう勤労者の状況は、「企業戦士」 として養成される社会化のネガティブな

側面といえるだろう。

その反面、企業に忠誠を尽 くす 「働き方」を内面化 した従業員が、やがては トップ ・マネジメント

の椅子に座 り(も ちろん一部ではあるが)、 自分の勤めている会社の特性をよくふまえた上で組織の

成員を監督す る。

こうした連鎖は、 日本企業における人材育成が、特定の知識を蓄え、特定め情報にふれ、特定の情

報を管理するためにむけられていることを示 している。言い方をかえれば、日本企業の従業員は、会

社に同化することを強いられてはいるが、同化することによって自らのキャリアを積み上げる構造の

中に身をおいているのである。そして、この構造の中で、個人は能力を蓄積するのである。

4-3.関 係特殊的能力

このような能力のことを、山岸(2002)は 「関係特殊的能力」 と呼んでいる。関係特殊的能力 とは、

一方で
、従業員の側が一社に長期間勤続することで、その企業の特定の知識や情報を操作する能力を

さし、関係特殊的能力の向上 こそが自己の 「出世」や 「安定」を意味するものである。 もう一方で、

経営サイ ドから見れば、関係特殊的能力に集中的に投資することが経営の リスクを回避 し、労働市場

に散在 している高度な専門能力の所有者をリクルー トしたり移動を前提とした従業員を管理 したりす

るために払 うコス トを軽減できる。労使双方にとって、関係特殊的能力の維持と管理 は重要な要件 と

なっている。

山岸はさらに青木 と奥野(2001)の 研究成果をひいて、このような能力の維持を前提 とした日本的

経営は、「戦略的補完性」の結果に過 ぎないという結論を導いている。この議論によれば、 日本的経

営の柱 となっている特色は単なるバランズ の結果なのだから、何らかのきっかけによって日本的経

営を離れる企業が増加すれば、戦略的補完性のメカニズムで次々と日本的経営の特色が企業から消え

てい くと予想 される。

すると問題なのは、従業員の企業へのかかわり方である。それまでは関係特殊的能力を蓄積するこ

とがいわば至上命題 として勤務 してきた従業員にとって、普遍的(価 値をともなう)能 力を身 につけ

なければならないことになるからだ。 この普遍的価値の管理は、能力主義に伴う人材の流動化、雇用

管理の多様化、 さまざまな能力の活用という人材の多様化を企業経営にもたらすであろう。同時に、
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そρような労働市場の形成は、従業員にとっては雇われるたあの能力(エ ンプロイアビリティ)の 強

化をますます必要とする。企業がアウ トソーシングを活用 し、アウ トプレースメント企業の増加が見

られる現状は、その証左 といえるだろう。

4-4.雇 用システムと個人の仕事能力

雇用戦略の変更が、従業員に与える影響は大きいことはある程度自明である。大企業においても能

力主義人事の見直 しと日本的経営の再活用がみられ、中高年層のアイデンティティー ・クライシスと

もいえる企業忠誠心の崩壊、早期退職制度への見積もりをはるかに超える応募があることなどから、

容易に推測される。

転職の傾向が増加すると、関係特殊的能力を他の能力 に読み替える必要が生 じる。つまり、異なる

関係性を、一一定の基準に従って比べなければならないからだ。 このような個人の普遍的にはかられる

能力は、「エンプロイアビリティ」といわれる(宮 本:2002)。 エンプロイアビリティを向上させるた

めに、従業員はさまざまな教育 ・研修を会社の内外で受ける必要が出てきている。能力主義人事とと

もに、エ ンプロイアビリティが就職の行方を左右するからである。

もっとも、アウ トソーシングなど、企業にとっての外部資源の利用が、組織のスリム化、コス トの

削減、雇用管理の簡素化、人件費の簡単な調整を可能 とすることは事実であろう。そ して、それにと

もなって、企業内における従業員の社会化は、 しだいに組織の外部で行われることになるだろう。そ

れは、あるときには自己責任 という名のもとに、あるときには自己啓発研修という名目で、従業員の

新たな社会化が行われるのである。 しかし、この変化は、社会化される 「場」が別に移 ったことを示

すにすぎず、仕事を媒介 とする人間形成の重要性が弱まった訳ではない。

指摘すべき点は、産業編成と労働のあり方が個人に及ぼす影響の大きさである。たとえ、産業組織

内での個人への働きかけが少なくなっていったとしても、産業構造のあり方自体によって職業生活の

かなりの部分が規定されており、さらには個人の形成 においても大 きい影響を見ることができる。今

後 も、産業 ・労働の人間形成は、形を変えて残存する可能性が高いということになろう。

4-5.労 働の意義

労働が人々にどのような意義をもたらすのかについては、多様な見解があるだろう。ただし、ここ

で取 り上げておきたい事項は、労働が社会的に意義のあるものかどうかという問いか ら少 し離れて、

労働のない、または、相対的に労働の必要性の少ない社会が実現できるのかという問いについてであ

る。

仮に、これまでの議論のように、産業的な編成をともなう社会構成をある程度肯定 しつつ話を進め

られるとしよう。つまり、人々が必然的に労働に結び付けられてきたζとを前提として考えた場合に、

はたしてそれ以外の社会編成のモデルが現時点で描けるのかという疑問が生じる。これは、本論のテー

マに欠かせないポイントである。

M.ボ ー(1997&2000=2002)は この質問に対 し、3つ の理由を挙げて今後も 「労働が現代社会の

重要な構成要素 として存続するだろう」と推測 している。それは、

① 「金銭関係と市場関係が普及 したため、すべての人間が貨幣収入を得るようになったこと」

② 「欲求の膨張と競い合い、さまざまな現象が起こっていること」

③ 「さまざまな国と大陸が工業化、現代化を推 し進めた結果、数千万、数億の労働者が生みだされ

たこと」
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である。

このボーの推論を頼 りにすれば、労働生活の重要性は依然として高 くありつづけることが予想 され

る。ならば、環境問題の解明と解決には、労働面か らのアプローチを加えることが不可欠 となるだろ

う。その結果、労働生活から帰結されるさまざまな領域におよぶ社会の構成要素は、社会学の考察対

象 として十分な根拠を持つという結論を導 くことができよう。

4-6.再 組織化と個人の再統合

では、上述のように重要だと指摘される企業経営において、環境面での企業内社会化をすすめるた

めにはどうしたらいいのだろうか。鳥越(1998)は 、地域社会における環境活動について 「環境保全

の意味づけ」と 「社会的組織化」を主張している。おそらくこれは、企業の従業員にとっても重要な

意義をもっていると思われる。

以前は、企業とは経済的価値の生産に携わる組織であった。 しかし、地球規模での環境意識の喚起

や世界標準の整備とともに、環境面での改善を迫られている。その対応のためには、①経営陣のイニ

シアティブ、②環境経営理念の確立、③専門スタッフの配置が必要であると指摘されている(山 田:

1996)。 これ らの項 目は、鳥越の環境保全の意味づけと組織化に連なる観点である6も ちろん、社会

的な紐帯を意識 しにくい地域社会とすでに組織 された企業 とでは、指摘のレベルも異なるだろう。 し

か し、ここまで述べてきたように、企業社会(産 業編成や労働も含めて)の 重要性はかわらないのに、

企業内の人的資源管理は以前に比べて拡散す る傾向にある。 この状況下で、個人をつなぎとめる必要

性が企業においてもでてきていることから、 これは、地域社会の現状 と比べそう大きくは変わ らない

と考えても構わないのではないだろうか。その意味で、従業員に環境保全の動機づけを与える企業内

の理念や経営者のイニシアティブは、地域社会内で必要 とされる意味づけの機能とほぼ同 じ役割を果

たすであろう。 また、専門スタッフの配置が、地域の文脈で述べられる社会的組織化と重な りをもっ

ていることも指摘できるだろう。 こうした企業の環境政策が、従業員の環境意識形成や強化に相当の

影響を与える可能性はあると思われる。

これらの観点において、特に注 目すべきは、企業内の環境サークルの存在である。環境ビジネスを

主体 とする企業では、あらかじめ従業員 も環境問題への関心を強くもっている場合が多い。このとき、

社内に比較的密な関係を維持でき、常に 「環境」を意識させ る集団があれば、 日常的な職場実践の中

で従業員が環境親和的に社会化 される公算が大きい。筆者の過去の調査では、若手社員を中心 とした

環境サークルが、 自らの環境活動を実践する場 として、また従業員や家族の環境意識を喚起する役割

を果たすという観点において、やはり意味づけと組織化のもつ社会的意義が確認された(山 田:1999)。

もっとも・環境 ビジネスの領域だけではな く、あらゆる企業において もこうした事例は見つかるか

もしれない。なぜなら、経営陣が環境理念を作成 し公表することによって、従業員にたいする初期の

動機付けが職場内で開始されるからである。ISO14000シ リーズという国際規格が、外枠としての機

能ながら、環境対策の立案を促 していることも付け加えておくべきだろう。

5.要 約 と理論 的含意

たしかに、産業編成 と労働問題は、経済メカニズムと企業自らの成長によって著 しい変化をしてき

たし、現在 もなお変化の途上にある。 しか し、その中でほぼ普遍的に変わらないことは、産業編成と

労働が、その変化いかんにかかわらず、結果的に社会的存在としての個人に影響を与えずにはいない
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ということである。このとき、もしも、産業的な対策が行われ、労働の中に(自 然的)環 境をコー ド

化した条件が整 っていけば、結果は、社会化された個人を大量に社会に送 り出す企業組織の役割が、

教育的 ・社会化的な観点から果たされていることになる。現時点でのおよそ7000万 人弱の労働人口が、

このような観点で組織化され、産業の中で労働のルーティンとともに社会化されるなら、環境面での

社会変革の主体は、従業員がそのかなりの部分となって担いうるということになる。

日本での労働組合の組織率は相変わらず低 く、産業民主主義の諸国と比較 して、労働者 と労働組合

が旗をふる社会変革は日本モデルではないかもしれない。 けれども、環境を保全する主体を安易な自

主性に任せるのではなく、また、規制だけによってのみ変革への道が用意されるというのでもなく、

もう一つの進路が環境問題への産業 ・労働的な接近によって見えてくる。

政策的な解決は、より具体的な方法を提示することによってなされるが、組織を媒介にして個人が

結ばれることによって、環境保全型社会が達成 されるとする見解はやはり少ない。政策研究において

は、経営の側面が一・つの鍵となると指摘 されているにもかかわらずである。 もっとも、企業で何をな

し、従業員にどのような影響を与えられるかについては、別稿で議論すべき重要な課題である。
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